
【2028年度認定看護師教育見直しに伴う教育・認定審査のスケジュール（案）】
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★について
教育機関の入学要件に「特定行為研修の共通科目を履修済」が
位置付けられるものを指す。
ただし、
”経過措置あり”の記載がある年度（2028～2030年度）に
入学の研修者については、その要件を免除する。
ただし、
この期間の教育を修了した者は、
認定看護師の資格取得後、初回更新時（更新申請開始日前日）
までに、特定行為研修の共通科目の履修を完了していることが
資格更新の要件となる。

(例)2028年度入学、2029年度認定の場合

2034年度7月までに特定行為研修の共通科目を
履修完了すること
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経過措置：入学要件の「特定行為研修の共通科目の履修済」は初回更新時まで猶予（2030年入学者まで）
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